
 
独

立
行

政
法

人
に

係
る

改
革

を
推

進
す

る
た

め
、

「
雇

用
・

能
力

開
発

機
構

の
廃

止
に

つ
い

て
」

（
平

成
2

0
年

1
2

月
2

4
日

閣
議

決
定

）
 

を
踏

ま
え

、
独

立
行

政
法

人
雇

用
・

能
力

開
発

機
構

を
廃

止
し

、
独

立
行

政
法

人
高

齢
・

障
害

者
雇

用
支

援
機

構
に

職
業

能
力

開
発

業
務

を
 

移
管

す
る

等
の

改
正

を
行

う
。

 

Ⅱ
 

内
容

 

独
立

行
政

法
人

雇
用

・
能

力
開

発
機

構
法

を
廃

止
す

る
法

律
の

概
要

 

（
１

）
独

立
行

政
法

人
雇

用
・

能
力

開
発

機
構

法
の

廃
止

 

（
２

）
独

立
行

政
法

人
高

齢
・

障
害

者
雇

用
支

援
機

構
法

の
一

部
改

正
 

 
 

 
①

 
法

人
の

名
称

を
独

立
行

政
法

人
高

齢
・

障
害

・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

と
す

る
。

 

 
 

 
②

 
独

立
行

政
法

人
雇

用
・

能
力

開
発

機
構

の
業

務
の

う
ち

、
職

業
能

力
開

発
業

務
を

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・

求
職

者
雇

用
 

 
 

 
 

支
援

機
構

に
移

管
す

る
。

 

 
 

 
③

 
新

た
な

組
織

に
お

い
て

は
、

労
使

代
表

を
含

め
た

識
見

を
有

す
る

者
か

ら
な

る
運

営
委

員
会

や
地

域
に

お
け

る
協

議
会

の
設

置
等

 
 

 
 

 
に

よ
り

、
労

使
や

地
域

の
職

業
訓

練
ニ

ー
ズ

が
的

確
に

反
映

さ
れ

る
仕

組
み

を
整

備
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

（
３

）
勤

労
者

財
産

形
成

促
進

法
及

び
中

小
企

業
退

職
金

共
済

法
の

一
部

改
正

 
 

 
 

 
独

立
行

政
法

人
雇

用
・

能
力

開
発

機
構

の
財

形
関

係
業

務
の

う
ち

、
財

形
教

育
融

資
は

廃
止

し
、

財
形

持
家

融
資

業
務

等
に

つ
い

て
 

 
 

 
は

独
立

行
政

法
人

勤
労

者
退

職
金

共
済

機
構

に
移

管
す

る
。

 

（
４

）
そ

の
他

所
要

の
規

定
の

整
備

 
 

 
 

①
 

職
業

能
力

開
発

促
進

セ
ン

タ
ー

等
の

都
道

府
県

へ
の

移
管

に
つ

い
て

は
、

職
業

能
力

開
発

促
進

セ
ン

タ
ー

等
の

機
能

を
維

持
す

る
 

 
 

 
 

こ
と

を
前

提
と

し
て

、
独

立
行

政
法

人
雇

用
・

能
力

開
発

機
構

の
職

員
の

引
受

割
合

に
応

じ
た

移
管

条
件

（
減

額
譲

渡
、

2
年

度
間

の
 

 
 

 
 

運
営

経
費

の
高

率
補

助
等

）
を

設
定

す
る

。
 

 
 

 
②

 
独

立
行

政
法

人
雇

用
・

能
力

開
発

機
構

の
職

員
の

う
ち

、
希

望
、

意
欲

及
び

能
力

の
あ

る
者

は
、

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・

 
 

 
 

 
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

及
び

独
立

行
政

法
人

勤
労

者
退

職
金

共
済

機
構

の
職

員
と

し
て

採
用

す
る

。
 

 
 Ⅲ

 
施

行
期

日
 

 
 

平
成

２
３

年
１

０
月

１
日

（
準

備
行

為
等

は
公

布
日

施
行

）
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目
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